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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基板、ｎ層、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層、スペ
ーサー層、ｐ層、共振器、ｐ電極およびｎ電極を含む窒化物半導体発光素子であって、
　前記ｐ電極および前記ｎ電極の少なくとも一方が前記共振器の長手方向に対して交差す
る分割線によって電気的に２領域以上に分離されており、かつ該分離された電極の１つ以
上の領域において前記ｐ電極と前記ｎ電極が電気的に短絡されているとともに、
　前記スペーサー層は、前記活性層と前記ｐ層との間であってこれら両層に接するように
して５０ｎｍ以下の厚みで形成され、かつｎ型不純物としてＳｉが添加されているととも
に、そのＳｉの平均濃度が１×１０17／ｃｍ3～５×１０18／ｃｍ3である層であり、
　前記窒化物半導体発光素子は、自励発振特性を備えることを特徴とする、窒化物半導体
発光素子。
【請求項２】
　少なくとも基板、ｎ層、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層、スペ
ーサー層、ｐ層、共振器、ｐ電極およびｎ電極を含む窒化物半導体発光素子であって、
　前記ｐ電極および前記ｎ電極の少なくとも一方が前記共振器の長手方向に対して交差す
る分割線によって電気的に２領域以上に分離されており、かつ該分離された電極の１つ以
上の領域において、前記ｐ電極と前記ｎ電極の間に外部抵抗が設けられているとともに、
　前記スペーサー層は、前記活性層と前記ｐ層との間であってこれら両層に接するように
して５０ｎｍ以下の厚みで形成され、かつｎ型不純物としてＳｉが添加されているととも
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に、そのＳｉの平均濃度が１×１０17／ｃｍ3～５×１０18／ｃｍ3である層であり、
　前記窒化物半導体発光素子は、自励発振特性を備えることを特徴とする、窒化物半導体
発光素子。
【請求項３】
　少なくとも基板、ｎ層、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層、スペ
ーサー層、ｐ層、共振器、ｐ電極およびｎ電極を含む窒化物半導体発光素子であって、
　前記ｐ電極および前記ｎ電極の少なくとも一方が前記共振器の長手方向に対して交差す
る分割線によって電気的に２領域以上に分離されており、かつ前記少なくとも２領域以上
に分離された電極の少なくとも一つは、前記活性層に逆バイアスがかけられ、他方は前記
活性層に順バイアスがかけられるように配線されているとともに、
　前記スペーサー層は、前記活性層と前記ｐ層との間であってこれら両層に接するように
して５０ｎｍ以下の厚みで形成され、かつｎ型不純物としてＳｉが添加されているととも
に、そのＳｉの平均濃度が１×１０17／ｃｍ3～５×１０18／ｃｍ3である層であり、
　前記窒化物半導体発光素子は、自励発振特性を備えることを特徴とする、窒化物半導体
発光素子。
【請求項４】
　前記電気的に２領域以上に分離された電極の１つが共振器を形成する２つの端面の１つ
に接触しているとともに該端面は導電性材料を含有する反射膜を備えており、かつ該反射
膜により前記ｐ電極と前記ｎ電極が電気的に接続されていることを特徴とする請求項１に
記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項５】
　前記電気的に２領域以上に分離された電極の１つが共振器を形成する２つの端面の出射
面と反対側の端面に接触しているとともに、該端面は導電性材料を含有する反射膜を備え
ており、かつ該反射膜により前記ｐ電極と前記ｎ電極が電気的に接続されていることを特
徴とする請求項１に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項６】
　前記導電性材料はＡｌを含有することを特徴とする請求項４または５に記載の窒化物半
導体発光素子。
【請求項７】
　前記活性層は、バンドギャップが２．６ｅＶ以上である、請求項１～６のいずれかに記
載の窒化物半導体発光素子。
【請求項８】
　前記自励発振特性は、少なくとも５ｍＷ以上の光出力範囲で得られる、請求項１～７の
いずれかに記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項９】
　前記ｐ電極と前記ｎ電極の間に設けられた外部抵抗によって自励発振特性を調整するこ
とを特徴とする請求項２に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項１０】
　前記活性層にはｎ型不純物としてＳｉを添加しているとともに、そのＳｉの濃度が１×
１０17／ｃｍ3～５×１０18／ｃｍ3であることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記
載の窒化物半導体発光素子。
【請求項１１】
　前記少なくとも２領域以上に分離された電極の少なくとも一つは、前記活性層に逆バイ
アスと順バイアスとを切り替えてかけられるように配線されていることを特徴とする請求
項３に記載の窒化物半導体発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は窒化物半導体発光素子に関する。より詳しくは、ｐ電極およびｎ電極の少なく
とも一方が電気的に２領域以上に分離されていることを特徴とする複数電極型窒化物半導
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体発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体発光素子である窒化物半導体レーザは、発振波長が４００ｎｍ前後である
ことから光ディスクシステム用の光源として開発が進められている。このような窒化物半
導体レーザを光ディスクシステムなどの光源として用いる場合、ディスク面からの反射光
が半導体レーザに再結合して生じる戻り光雑音が問題となっている。一般的に半導体レー
ザのキャリア密度を過渡状態にして発振スペクトルの利得集中を緩和することで可干渉性
を下げることが知られており、注入電流を変調する高周波重畳や、半導体レーザ内部のキ
ャリアと光子の相互作用を用いて自励発振を行なうことが好ましいとされている。特に高
周波回路を用いる必要がないことから、後者の自励発振素子を採用する方がコスト面や使
い勝手において有利である。
【０００３】
　このような自励発振特性を有する窒化物半導体レーザとしては、たとえば図１４に示す
ような光ディスク用低雑音半導体レーザが知られており（特許文献１参照）、ＩｎＧａＮ
を構成元素とした可飽和吸収層を有することで安定な低雑音半導体レーザを提供するもの
であって、次のような構造を有している。すなわち、ｎ型ＳｉＣ基板４００に、ｎ型Ａｌ
Ｎ層４０１、ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４０２、ｎ型ＧａＮ光ガイド層４０３、ＩｎＧａ
Ｎ量子井戸活性層４０４、ｐ型ＧａＮ光ガイド層４０５、ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層４０
６、ｐ型ＧａＮコンタクト層４０７が順次形成された構造である。また、上記ｐ型ＧａＮ
光ガイド層４０５にはＩｎＧａＮ可飽和吸収層４０８が設けられている。
【０００４】
　ところで、上記のようにＩｎを含有する活性層および可飽和吸収層は、基板による歪み
などの特性や成長条件のばらつきにより特性が安定しにくく、特に可飽和吸収層の特性の
ばらつきは自励発振の歩留りを悪化させる懸念がある。またＩｎを含有することにより可
飽和吸収層の成長温度は大略８５０℃以下となり、隣接するＧａを主に含有する窒化物層
やＡｌとＧａを主に含有する窒化物層の成長温度よりも１００℃以上も低く、ときには成
長温度差が３００℃以上になることもある。このように可飽和吸収層を設けることにより
成長時の工程が複雑になるばかりでなく、成長時の熱履歴が活性層の特性悪化を引き起こ
すという懸念が生じている。また、該可飽和吸収層は、積層構造中のある一層全てを占め
る形で形成されることから、光導波路を導波する光は、常に可飽和吸収層の影響を受ける
構造となっている。
【０００５】
　一方、別の半導体レーザとして、複数電極型半導体発光素子が開示されている（特許文
献２参照）。しかしながら、該半導体発光素子の活性層はＡｌＧａＡｓ系であってＮ（窒
素）を含有したものではない。また、該半導体発光素子は無バイアス時のｐ－ｎジャンク
ションと活性層の位置の関係、周辺層の不純物濃度が明らかにされておらず、一般的な構
造を提示しているとは言えない。すなわち、ｐ－ｎジャンクションに生成した空乏層に活
性層が空間的に重なっていない場合には、無バイアス時の可飽和吸収体の効果は電流注入
されないことによる吸収と、活性層におけるキャリアの再結合効果、あるいはＧａＡｓ系
はキャリアが拡散しやすいために一部のキャリアが空乏層まで拡散した後に空乏層の内部
電界によりキャリアの活性層からの排出が促進されるものと考えられる。このような構造
であっては、良好な自励発振を得るためには活性層の微分利得が大きいこと、キャリアが
拡散しやすいことなど材料や構造による限定が加わると考えられる。
【特許文献１】特開平９－１９１１６０号公報
【特許文献２】特開平１－２５１７７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述のような現状に鑑みなされたものであってその目的とするところは、成
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長時の熱履歴がなく光出力が安定でかつ良好な自励発振特性を備える窒化物半導体発光素
子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の窒化物半導体発光素子は、少なくとも基板、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物
半導体からなる活性層、共振器、ｐ電極およびｎ電極を含むものであって、ｐ電極および
ｎ電極の少なくとも一方が共振器の長手方向に対して交差する分割線によって電気的に２
領域以上に分離されていることを特徴としている。また、本発明の窒化物半導体発光素子
は、該分離された電極の１つ以上の領域において、ｐ電極とｎ電極が電気的に短絡されて
いることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の窒化物半導体発光素子は、上記で説明した構造を有することにより、成長時の
熱履歴がなく光出力が安定でかつ良好な自励発振特性を備えたものとなる。また、本発明
の窒化物半導体発光素子は、分離された電極の１つ以上の領域においてｐ電極とｎ電極が
電気的に短絡されていることにより、一層良好な自励発振特性を備えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　＜窒化物半導体発光素子＞
　本発明の窒化物半導体発光素子は、以下で順次説明するように原則として一方の表面上
にｎ電極を有する基板の他方の面上において、ｎ型窒化物半導体層、ｎ型窒化物半導体ク
ラッド層、ｎ型窒化物半導体ガイド層、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる
活性層、ｐ型窒化物半導体キャリアブロック層、ｐ型窒化物半導体ガイド層、ｐ型窒化物
半導体クラッド層、ｐ型窒化物半導体コンタクト層、絶縁層およびｐ電極等をこの順で積
層させた構造を有するものである。そしてこのような構造において、ｐ電極およびｎ電極
の少なくとも一方が電気的に２領域以上に分離されていることを特徴としている。このよ
うな構成としたことにより、本発明の窒化物半導体発光素子は後述の自励発振特性を備え
たものとなる。また、本発明の窒化物半導体発光素子は、このように分離された電極の１
つ以上の領域においてｐ電極とｎ電極が電気的に短絡されていることにより、一層良好な
自励発振特性を備えることができる。本発明の窒化物半導体発光素子としては、たとえば
窒化物半導体レーザ素子が挙げられる。
【００１０】
　＜基板＞
　本発明に用いられる基板としては、この種の用途に用いられる基板であれば特に限定な
く種々のものを用いることができる。たとえばＧａＮ基板を用いることができるが、これ
のみに限られることはなくサファイア基板やＳｉＣ基板、ＧａＡｓ基板、Ｓｉ基板、Ｚｒ
Ｂ2基板等を用いることができる。
【００１１】
　本発明に用いられる基板は、裏面側から研磨もしくはエッチングにより基板の一部を除
去し、その厚みを１００～４００μｍ程度までに薄く調整することが好ましい。これは、
後の工程でウェハーを分割し個々のレーザチップにするのを容易にするためである。特に
、レーザ端面ミラーも分割時に形成する場合には８０～３００μｍ程度に薄く調整するこ
とが望ましい。
【００１２】
　＜積層構造＞
　本発明の窒化物半導体発光素子は、上述の基板の一方の表面上にｎ電極を形成し、もう
一方の表面上にたとえばｎ型窒化物半導体層、ｎ型窒化物半導体クラッド層、ｎ型窒化物
半導体ガイド層、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層、ｐ型窒化物半
導体キャリアブロック層、ｐ型窒化物半導体ガイド層、ｐ型窒化物半導体クラッド層、ｐ
型窒化物半導体コンタクト層、絶縁層およびｐ電極等をこの順で積層させた構造を有する
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ものである。該積層方法としては、たとえばエピタキシャル成長法を挙げることができる
が、これのみに限られるものではない。該エピタキシャル成長法とは、基板上に結晶膜を
成長する方法であって、ＶＰＥ（気相エピタキシャル）法、ＣＶＤ（化学気相デポジショ
ン）法、ＭＯＶＰＥ（有機金属気相エピタキシャル）法、ＭＯＣＶＤ（有機金属化学気相
デポジション）法、Ｈａｌｉｄｅ－ＶＰＥ（ハロゲン化学気相エピタキシャル）法、ＭＢ
Ｅ(分子線エピタキシャル）法、ＭＯＭＢＥ（有機金属分子線エピタキシャル）法、ＧＳ
ＭＢＥ（ガス原料分子線エピタキシャル）法、ＣＢＥ（化学ビームエピタキシャル）法等
を含むものである。
【００１３】
　ここで、上記ｎ型窒化物半導体層としてはたとえばｎ型ＧａＮ層、ｎ型ＡｌＧａＮ層等
が、ｎ型窒化物半導体クラッド層としてはたとえばｎ型ＡｌＧａＮクラッド層等が、ｎ型
窒化物半導体ガイド層としてはたとえばｎ型ＧａＮガイド層、ｎ型ＡｌＧａＮガイド層等
が、ｐ型窒化物半導体キャリアブロック層としてはたとえばｐ型ＡｌＧａＮキャリアブロ
ック層等が、ｐ型窒化物半導体ガイド層としてはたとえばｐ型ＧａＮガイド層、ｐ型Ａｌ
ＧａＮガイド層等が、ｐ型窒化物半導体クラッド層としてはたとえばｐ型ＡｌＧａＮクラ
ッド層等が、ｐ型窒化物半導体コンタクト層としてはたとえばｐ型ＧａＮコンタクト層、
ｐ型ＡｌＧａＮコンタクト層等が、絶縁層としてはたとえばＳｉＯ2、ＺｒＯ2、ＳｉＯ、
Ｔａ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3等の１つ以上の誘電体から選ばれた層かこれらの２つ以上
の混合体からなる層等が、それぞれ挙げられるがこれらのみに限られるものではなく従来
公知のものをそれぞれ用いることができる。なお、電極、およびＩｎとＧａを主に含有す
る窒化物半導体からなる活性層については後述する。
【００１４】
　一方、本発明の窒化物半導体発光素子は、上述の各層の他、たとえばスペーサー層等の
層をさらに積層させたものとすることもできる。このようなスペーサー層としては、たと
えばｎ型からなるＡｌＧａＮ（活性層における注入効率を適正に保つためにＡｌの含有率
は０.０５以下が望ましい）やＧａＮおよびＩｎＧａＮ（Ｉｎの含有率は活性層における
障壁層と同等が望ましく、活性層への注入効率を高くできる）を用いることができ、ｎ型
不純物としてＳｉを添加したものが好ましい。この場合Ｓｉの濃度としては、活性層と平
均して１×１０17／ｃｍ3～５×１０18／ｃｍ3がよく、スペーサー層の厚みを０ｎｍ～５
０ｎｍに調整することにより後述の可飽和吸収体が空乏層に含まれる比率を調整すること
で可飽和吸収体のキャリア寿命を調整することができる。
【００１５】
　＜ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層＞
　本発明の窒化物半導体発光素子の上記積層構造中、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半
導体からなる活性層が本発明の一つの特徴となる。ここで、ＩｎとＧａを主に含有する窒
化物半導体とは、窒素を除く成分においてＩｎとＧａとが、原子数にして好ましくは少な
くとも９９％を占めているものを示し、その他に不純物が含有されていてもよく、その不
純物の種類は特に限定されずまた異なっていてもよく、１％以下のＡｌが混在していても
よいことを示すものとする。
【００１６】
　このような本発明の活性層は、後述の通り領域分離されかつ各分離された一対の電極が
短絡された場合において、該短絡された電極下においては可飽和吸収体として機能するも
のである。ここで可飽和吸収体とは、適当な波長において吸収特性を示す物質であって、
光吸収によるその吸収係数が変化するものである。すなわち、多量の光子を吸収すること
により吸収係数が小さくなる傾向を示す。なお、以下では、特に断りのない限り単に可飽
和吸収体という場合は、特に活性層のみを指して呼ぶ可飽和吸収体と、該領域の積層全体
を指して呼ぶ可飽和吸収領域との両者を含むものとする。ところで、このような可飽和吸
収体は、１つに限らず２つ以上であってもよく後述の自励発振特性は全可飽和吸収体の閉
じ込め係数の総和ΓS.A.により決まる。この閉じ込め係数の総和ΓS.A.は、０．０２≦Γ

S.A.≦０．３０であることが望ましい。閉じ込め係数が０．０２よりも少ないと吸収係数
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が小さいために自励発振特性が得られにくく、０．３０以上では吸収係数が大きいために
発振閾値が高くなるためである。
【００１７】
　本発明においては、このように該活性層が可飽和吸収体として機能するが故、後述の自
励発振特性が示され、かつウェハー成長後においてこの自励発振特性を変更できるため、
従来の可飽和吸収層を備えた自励発振型窒化物半導体レーザよりも成長時のばらつきの影
響を受けにくいというメリットを有したものとなる。また、このような可飽和吸収体を有
する本発明の窒化物半導体発光素子は、非常に簡易に製造することができ、以ってコスト
の低減が可能になる。
【００１８】
　なお、本発明のＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層は、後述の通り
、２．６ｅＶ以上のバンドギャップを有していることが好ましい。また、該活性層は、ｎ
型不純物としてＳｉを添加しているとともに、そのＳｉの濃度が１×１０17／ｃｍ3～５
×１０18／ｃｍ3であることが好ましい。
【００１９】
　＜電極＞
　本発明の窒化物半導体発光素子は、上述の通り、前記基板を挟んでその上下にｎ電極と
ｐ電極とを有した構造を有する。ｎ電極は、該基板を研磨後、その一方の面に薄い金属膜
を蒸着することにより形成することができる。たとえば、Ｈｆ／Ａｌ／Ｍｏ／Ｐｔ／Ａｕ
等の積層電極構造を挙げることができるがこれのみに限られるものではない。このような
薄い金属膜を膜厚の制御性よく形成するには真空蒸着法が適しているが、この手法に限ら
ずイオンプレーティング法やスパッタ法等の他の手法を用いても形成することができる。
一方、ｐ電極としては、たとえばＰｄ／Ｍｏ／Ａｕ等の積層電極を該基板のｐ型窒化物半
導体コンタクト層上に形成することができる。該形成方法としては、ｎ電極と同様の方法
を採用することができる。なお、ｐ電極およびｎ電極の特性向上のため金属膜形成後５０
０℃でアニールを行なうことにより、良好なオーミック電極を得ることができる。このよ
うなアニールは、ｐ電極形成後、およびｎ電極形成後にそれぞれ行なってもよく、また上
記のようなＨｆ／Ａｌ／Ｍｏ／Ｐｔ／Ａｕからなるｎ電極においてはＡｌ形成後にアニー
ルを行なった後、Ｍｏ／Ｐｔ／Ａｕを形成したものとすることができる。
【００２０】
　＜領域分離＞
　本発明の電極は、ｐ電極およびｎ電極の少なくとも一方が電気的に２領域以上に分離さ
れていることを特徴としている。ここで、電気的に２領域以上に分離されているとは、上
記のような金属電極がストライプ方向（水平方向）に少なくとも２以上の領域に分離され
ていることを示すとともに、上記のような活性層から電極までの窒化物半導体層と電極と
が一体として、ストライプ方向に少なくとも２以上の領域に分離されている場合も含まれ
る。なお、このような分離は、電極を形成させる際に予め該電極の下層をマスキングする
等して別個の領域に２以上の電極を形成することにより行なうことができるとともに、予
め一体的に形成した電極をレーザスクライブ法やレーザアブレーション法等によって分離
させることにより行なうことができる。
【００２１】
　＜短絡＞
　本発明においては、上述の通りｐ電極およびｎ電極の少なくとも一方が電気的に２領域
以上に分離されており、かつ該分離された電極の１つ以上の領域においてｐ電極とｎ電極
が電気的に短絡されていることを特徴としている。ここで、分離された電極の１つ以上の
領域においてｐ電極とｎ電極が電気的に短絡されているとは、少なくとも１領域以上の電
極と、それと対になる電極（すなわち、分離された電極がｐ電極であれば、対になる電極
はｎ電極を示す。）とが、短絡していることを示す。このように２電極間が短絡されると
、前述の通り短絡された電極下の活性層が可飽和吸収体として働くため好ましい。このよ
うな短絡は、たとえばワイヤーボンディングにより行なうことができるが、これのみに限
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られず何等かの導電性材料により両電極間を接続させることにより短絡することができる
。
【００２２】
　＜抵抗＞
　本発明においては、前記電気的に２領域以上に分離された電極の１つ以上の領域におい
て、ｐ電極とｎ電極の間に抵抗が設けられているものとすることができる。該抵抗として
は、後述の自励発振特性が得られる限り、ｐ－ｎ電極間を通常の抵抗で接続することがで
きる。該抵抗は、後述の自励発振特性を調整する作用を有するものである。
【００２３】
　＜共振器および反射膜（短絡）＞
　本発明においては、前記電気的に２領域以上に分離された電極の１つが共振器を形成す
る２つの端面の出射面と反対側の端面に接触しているとともに、該端面は導電性材料を含
有する反射膜を備えており、かつ該反射膜によりｐ電極とｎ電極が電気的に接続されてい
ることを特徴とすることができる。上述の通り、後述の自励発振特性は、ｐ－ｎ電極間を
通常の抵抗で接続することによっても得られるが、製造工程の増加やパッケージサイズの
大型化は否めない。このため、導電性材料を含有する反射膜によりｐ電極とｎ電極が電気
的に接続されていることが好ましく、このような反射膜としてはＡｌが特に好ましい。Ａ
ｌからなる反射膜を窒化物半導体発光素子の端面に直接設けても８０％以上の反射率が得
られる。ところで、反射膜のＡｌは縞状に形成される場合があり電気的に断線する恐れが
あるため、Ｎｉなどの皮膜率が高く、縞状になりやすい材質をあらかじめ薄く積層した上
に、Ａｌを積層することで電気的な断線を防止したＡｌ薄膜を形成できる。さらに端面損
失を防ぐには誘電体材料と導電体材料を組み合わせた高反射膜を用いてもよい。なお、こ
のような反射膜は、Ａｌ以外の導電性材料によっても形成することができる。このような
導電性材料としては、たとえばＡｇ等を挙げることができる。なお、反射膜として用いた
Ａｌ等の導電性材料は、誘電体と組み合わせて用いることができる。誘電体を含む反射膜
は屈折率の低い材質と高い材質を光学１／４波長ごとに組み合わされたものであり、その
終端にＡｌなどの導電性材料を設けてもよく、第２のｐ電極と前記導電性材料が電気的に
接触していればよい。このような誘電体材料としては、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、Ａ
ｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2等を挙げることができる。
【００２４】
　一方、このような反射膜はシステムに応じて形成されるものであり、一概に定まるもの
ではないが、一般的に後面は８０％以上の後反射膜が望ましい。特に後面のさらに後ろに
光出力を検出する受光素子が設けられていない場合には９０％以上の反射膜を設けるとよ
い。これにより窒化物半導体発光素子内の光子密度が向上するため発振閾値が低下する。
このような高反射膜は低屈折率と高屈折率の材質を交互に４/λの層厚で形成すればよく
、前記ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2等を用いることができる。
【００２５】
　このような反射膜は、その膜厚を制御することによりｐ－ｎ電極間の抵抗を調整するこ
とができる。また後述の空乏層の内部電界を例えば不純物濃度を高くして大きくすること
により、後述のτ1を十分短くすることにより、自励発振特性を制御できる。このように
窒化物半導体発光素子の製造工程の終盤工程で自励発振特性を変更できるために歩留りの
向上が期待できる。
【００２６】
　なお、本発明で用いられる共振器としては、この種の用途に用いられる共振器であれば
特に限定なく用いることができる。たとえばファブリペロー共振器等を挙げることができ
る。
【００２７】
　＜自励発振特性＞
　本発明の窒化物半導体発光素子は、前述の通り自励発振特性を備えていることを特徴と
している。ここで自励発振特性とは、該窒化物半導体発光素子に含まれる活性層と可飽和
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吸収体の相互作用によりＤＣ注入時に自発的に光強度が振動する現象である。このような
自励発振状態では、レーザ光の可干渉性が低下するために外部帰還された光との相互作用
により生じる雑音（単に戻り光雑音と記す）が軽減されることになる。また、該戻り光と
可飽和吸収体の相互作用による該自励発振特性の停止を防止するためには、可飽和吸収体
の吸収領域の位置を出射面から遠ざけることによりその効果を一層向上させることができ
る。
【００２８】
　本発明の窒化物半導体発光素子が可飽和吸収体を備えている場合において、自励発振特
性を有するためには、少なくとも可飽和吸収体のキャリア寿命と可飽和吸収体の閉じ込め
係数と線形傾斜利得の積を大きくする必要がある。本発明のような複数電極型窒化物半導
体発光素子では、閉じ込め係数の設計は自由になるためキャリア寿命の制御が重要なパラ
メータになる。大略０．１ｎｓ～１．５ｎｓ程度にキャリア寿命の制御が可能になると自
励発振特性をコントロールすることができる。
【００２９】
　ｎ型あるいは意図的にｎ型不純物を添加していないＩｎとＧａを主に含有する窒化物半
導体からなる活性層の多数キャリアはエレクトロンであり、ｐ－ｎジャンクションが活性
層とｐ層間に設けられていることが多い。可飽和吸収体では無バイアス状態であるためｐ
－ｎジャンクションが空乏層になる。図４は窒化物半導体発光素子における無バイアス時
のｐ－ｎジャンクション周辺を計算した例である。この計算においては、３ＭＱＷ（多重
量子井戸）からなる、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層をｎ型とし
て、ＡｌＧａＮキャリアブロック層をｐ型としている。図４から明らかなように、活性層
およびキャリアブロック層ともに空乏層となる。このような活性層において光励起により
生成したキャリアは、電界の影響によりエレクトロンはｎ層へ、ホールはｐ層へ加速され
る。活性層の一部が空乏層の外にある場合は伝導帯に蓄積され、ホールは空乏層まで拡散
し、加速されてｐ層に蓄積される。ｐ－ｎ電極間が開放されている場合にはキャリアの拡
散によってｐ－ｎ電極間に電位差が発生し、ｐ－ｎ電極間が前述のように電気的に短絡さ
れている場合には電流が発生する。このような可飽和吸収体の動作はフォトダイオードと
してよく知られている。
【００３０】
　一方、このような複数電極型半導体発光素子は、本発明と別材料のＧａＡｓ系（前述の
特許文献２等）で報告されている。しかしながら、後述するように無バイアス時に可飽和
吸収体として機能する活性層は材料への依存性や構造に対する依存性が非常に大きいこと
が分かり、共振器方向に活性層と可飽和吸収体を設けるのみで自励発振が得られるわけで
はない。すなわち異なる半導体レーザであっては、材料毎の設計が必要不可欠である。
【００３１】
　一方、窒化物半導体レーザは微分利得が比較的小さいこと、活性層におけるキャリアが
拡散しにくいことなどから共振器方向に活性層と可飽和吸収体を設けるのみでは自励発振
特性が得られにくいと考えられる。しかしながら、窒化物半導体は上述のＧａＡｓ系の半
導体と比較してバンドギャップが大きいためｐ－ｎジャンクションに生成した空乏層の内
部電界が大きくなるため、前記窒化物半導体の有する弱点を補うことが期待される。すな
わち本発明は、このような差異に着目し、窒化物半導体などのバンドギャップの大きい半
導体レーザにおける自励発振構造を提供するものである。
【００３２】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子は、ｐ－ｎジャンクション近傍の材料や構造を適
切に制御することによって、少なくとも５ｍＷ以上の光出力範囲で自励発振特性が得られ
る。
【００３３】
　ところで、ＧａＡｓ系の半導体レーザ（前述の特許文献２等）では、可飽和吸収体のｐ
電極とｎ電極間に逆バイアスＶ（＜０）をかけ内部電界を大きくすることがあった。これ
は、ＧａＡｓ等のバンドギャップの狭い半導体材料では拡散電位ＶDが小さく、図４にお
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ける空乏層の内部電界が小さくなり空乏層内のキャリアが加速されにくいためである。こ
れに対して本発明で採用する窒化物半導体は、バンドギャップが広く２．６ｅＶ～３．４
ｅＶ程度というワイドバンドギャップをもち、このため拡散電位が大きく無バイアスであ
っても内部電界を大きくすることができるというメリットを有している。本発明は、この
ように広いバンドギャップを有する材料を採用している点を一つの特徴としている。した
がって、本発明のＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層はバンドギャッ
プが２．６ｅＶ以上であることが好ましい。
【００３４】
　また、図４で得られた空乏層幅や内部電界は、活性層および周辺のｎ層のエレクトロン
濃度、ｐ層のホール濃度を変更することで容易に変更できるため、可飽和吸収体にかかる
内部電界を大きくすると光励起により生成したキャリアを速やかにｎ層、ｐ層へ排出でき
る。さらに、可飽和吸収体が空乏層に含まれる比率を調整することで可飽和吸収体のキャ
リア寿命を調整することができる。この調整には、可飽和吸収体の層厚の他、ｐ－ｎジャ
ンクションまでの距離を変更してもよい。このように可飽和吸収体の特性を考慮し、活性
層におけるキャリアの注入効率、駆動電圧の上昇などを抑える設計をすることが好ましい
。ｐ型の窒化物半導体は抵抗が高いために活性層の駆動電圧を考慮すれば、ｐ型不純物と
してＭｇを５×１０19／ｃｍ3～２×１０20／ｃｍ3で添加することが好ましい。一方、活
性層、活性層とｐ層間にあるスペーサー層またはｐ－ｎジャンクションから前記活性層ま
でを含む領域には、ｎ型不純物としてＳｉを平均して１×１０17／ｃｍ3～５×１０18／
ｃｍ3で添加することが好ましい。１×１０17／ｃｍ3より少ないと可飽和吸収体の内部電
界が小さくなり自励発振特性が得られにくくなるからである。一方、５×１０18／ｃｍ3

より多いとｎ層における空乏層幅が狭くなり可飽和吸収体が空乏層に含まれる比率が少な
くなり自励発振特性が得られにくくなる場合があり、好ましくない。なお、ｎ型不純物お
よびｐ型不純物は上記に限らず、同様の半導体としての特性が得られるものであれば用い
ることができる。また、活性層および可飽和吸収体の層厚は１００ｎｍ以下であることが
好ましい。１００ｎｍより厚くなると可飽和吸収体が空乏層に含まれる比率が少なくなり
自励発振特性が得られにくくなるからである。なお、ここで言う可飽和吸収体および活性
層の層厚とは、両端の井戸層の端から端までの距離である。一方、ｐ－ｎジャンクション
と活性層および可飽和吸収体の距離は５０ｎｍ以下であることが望ましい。５０ｎｍより
厚くなると可飽和吸収体が空乏層に含まれる比率が少なくなり自励発振特性が得られにく
くなるからである。
【００３５】
　ところで、可飽和吸収体の井戸層に光励起により生成したキャリアは、井戸層内での輻
射遷移と非輻射遷移、井戸層外へのトンネル効果により減少する。活性層の量子効率を高
めるために非輻射再結合確率を低くする方がよく、上記可飽和吸収体のキャリア寿命を０
．１ｎｓ～１．５ｎｓにするためには前記トンネル効果を用いることが好ましい。図４の
ように可飽和吸収体が空乏層にあっては、可飽和吸収体の障壁層が大きくバンドベンディ
ングするために井戸層から障壁層へのトンネルしやすくなる。よって前述のように内部電
界が大きい必要があった。ところで、可飽和吸収体および活性層の井戸層幅が電子の広が
りよりも狭ければ効果があり、０．５ｎｍ～５．０ｎｍがよい。ＩｎとＧａを主に含有す
る窒化物半導体からなる井戸層は、基板を含むＧａを含有する窒化物半導体およびＡｌと
Ｇａを含有する窒化物半導体から圧縮歪みを受け、バンドはｐ層側にエネルギーが低くな
るように曲がる。すなわち井戸層内のホールはｎ層側へ偏るためにｐ層側の障壁層へトン
ネルしにくくなる。とくに５．０ｎｍよりも厚い場合にはキャリア分布の偏りが大きくト
ンネル効果が減るため、自励発振特性が得られにくくなる。また、０．５ｎｍ以下でＩｎ
ＧａＮ層を形成すると、Ｉｎの原子半径がＧａおよびＮよりも大きいために平坦性が悪化
し、微分ゲインが小さくなるため活性層の特性が悪化し、可飽和吸収体の吸収特性の制御
が困難になるので望ましくない。
【００３６】
　ところで、ｐ－ｎ電極間が開放されていると、光励起により生成したエレクトロンとホ
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ールがそれぞれｎ層、ｐ層に蓄積される。ｎ層およびｐ層のキャリア密度が増大すると、
前述のトンネル効果が期待できなくなるため可飽和吸収体のキャリア寿命が長くなり、自
励発振が得られにくい。よって、ｐ－ｎ電極間ですみやかにキャリアを消滅させる必要が
ある。
【００３７】
　ｐ－ｎ電極間を短絡するか、あるいはｐ－ｎ電極間に抵抗が設けられていると、ｎ層お
よびｐ層に蓄積されたキャリアが再結合する。キャリア寿命はいくつかの緩和時間が複合
されて決まり、活性層井戸における輻射再結合寿命τrおよび非輻射再結合寿命τnr、活
性層からトンネル効果および拡散により障壁層に移動する寿命τ2、窒化物半導体レーザ
のパッケージ容量Ｃと直列抵抗Ｒからなる時定数をτ3とすれば、定常状態では下記式で
表わされるτ1と、τ3とを比較して遅い寿命が支配的である。
【００３８】
【数１】

【００３９】
　ｐ－ｎ電極間を前述のような導電性の反射膜で接続すると膜厚で抵抗を変えることによ
りｐ－ｎ電極間のキャリア寿命を制御することができる。特に薄膜導電体を窒化物半導体
の端面反射膜を兼ねるように設けると、コストやパッケージサイズの小型化など量産時の
メリットが大きい。また前述の空乏層の内部電界を例えば不純物濃度を高くして大きくす
ることにより、またτ1を十分短くすることにより、自励発振特性は外部抵抗成分を加え
た直列抵抗Ｒで制御できる。このように窒化物半導体発光素子の製造工程の終盤工程で自
励発振特性を変更できるために歩留りの向上が期待できる。
【００４０】
　＜その他＞
　本発明の窒化物半導体発光素子は、下記のような方法で分割することができる。まず表
面からダイヤモンドポイントでスクライブラインを入れウエハーに適宜力を入れ、スクラ
イブラインに沿ってウエハーを分割した。スクライブラインは裏面から入れてもよい。他
の手法としてはワイヤソーもしくは薄板ブレードを用いて傷入れもしくは切断を行なうダ
イシング法、エキシマレーザ等のレーザ光の照射加熱とその後の急冷により照射部にクラ
ックを生じさせこれをスクライブラインとするレーザスクライビング法、高エネルギー密
度のレーザ光を照射し、この部分を蒸発させて溝入れ加工を行なうレーザアブレーション
法等を用いても同様にチップ分割することができる。
【実施例】
【００４１】
　以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００４２】
　＜実施例１＞
　本実施例を図１（ａ）および（ｂ）に基づいて説明する。図１（ａ）は、本実施例の窒
化物半導体発光素子である半導体レーザ素子を共振器と垂直方向から見た断面図であり、
図１（ｂ）は共振器方向から見た断面図である。基板側から説明すると、ｎ電極１、Ｇａ
Ｎ基板２、ｎ型ＧａＮ層３、ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４、ｎ型ＧａＮガイド層５、Ｉｎ
とＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物
半導体からなる可飽和吸収体７、ｐ型ＡｌＧａＮキャリアブロック層８、ｐ型ＧａＮガイ
ド層９、ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層１０、ｐ型ＧａＮコンタクト層１１、絶縁層１２、第
１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４である。
【００４３】
　ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層６は障壁層と井戸層からなり、
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多重量子井戸（ＭＱＷ）構造となっている。図１（ａ）のようにｐ電極は２領域に分離さ
れ、それぞれの電極は１０μｍ離れて形成されている。ｐ型窒化物半導体層は、抵抗が高
いために電極の分離により２つの電極下部の活性層および可飽和吸収体は電気的に分離さ
れている。第２のｐ電極１４とｎ電極１とはワイヤーボンディングにより電気的に短絡さ
れている。
【００４４】
　このような半導体レーザ素子は、次のような製造工程により製造することができる。す
なわち、まずＭＯＣＶＤ装置にＧａＮ基板２をセットし、Ｖ族原料のＮＨ3とＩＩＩ族原
料のトリメチルガリウム（ＴＭＧａ）を用いて、５５０℃の成長温度で低温ＧａＮバッフ
ァ層を２５ｎｍ成長した。次に、１０７５℃の成長温度で前記原料にＳｉＨ4を加えｎ型
ＧａＮ層３（Ｓｉ不純物濃度１×１０18/ｃｍ3）を３μｍ形成した。続いて、トリメチル
アルミニウム（ＴＭＡｌ）のＩＩＩ族原料を用いて、１．５μｍ厚のｎ型Ａｌ0.1Ｇａ0.9

Ｎクラッド層４（Ｓｉ不純物濃度１×１０18/ｃｍ3）を成長させ、続いてｎ－ＧａＮガイ
ド層５を０．１μｍ成長させた。
【００４５】
　その後、基板温度を７２５℃に下げ５周期の厚さ３．３ｎｍのＩｎ0.15Ｇａ0.85Ｎ井戸
層と厚さ６．７ｎｍのＩｎ0.02Ｇａ0.98Ｎ障壁層より構成される活性層（多重量子井戸構
造）６および可飽和吸収体７を障壁層／井戸層／障壁層／井戸層／障壁層／井戸層／障壁
層／井戸層／障壁層／井戸層／障壁層の順序で成長させた。この場合、障壁層と井戸層、
または井戸層と障壁層との間に１秒以上１８０秒以内の成長中断を所望により行なうこと
ができる。このことにより各層の平坦性が向上し発光半値幅が減少する。なお、本発明で
いう活性層または可飽和吸収体の層厚とは、前述の通り両端の井戸層から井戸層までを示
すため、上記の場合の層厚は４３．３ｎｍとなる。活性層にはｎ型不純物としてＳｉを５
×１０17／ｃｍ3で添加した。
【００４６】
　次に、基板温度を再び１０５０℃まで昇温して、厚み１８ｎｍのｐ型Ａｌ0.3Ｇａ0.7Ｎ
キャリアブロック層８、０．１μｍのｐ型ＧａＮガイド層９を成長させた。前記ｐ型不純
物としてＭｇを５×１０19／ｃｍ3～２×１０20／ｃｍ3で添加した。
【００４７】
　続いて、基板温度１０５０℃のまま、０．５μｍのｐ型Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎクラッド層１
０、０．１μｍのｐ型ＧａＮコンタクト層１１を成長させた。前記ｐ型不純物としてＭｇ
を５×１０19／ｃｍ3～２×１０20／ｃｍ3で添加した。
【００４８】
　なお、上記のように各層を構成する元素およびドープ元素の各原料としては、ＴＭＧａ
、ＴＭＡｌ、トリメチルインジウム（ＴＭＩｎ）、ＮＨ3、シクロペンタジエニルマグネ
シウム（Ｃｐ２Ｍｇ）、ＳｉＨ4を用いた。
【００４９】
　ｐ型ＧａＮコンタクト層１１形成後ドライエッチングによりリッジ構造を形成し、ドラ
イエッチング部に絶縁層１２を形成した。絶縁層はドライエッチング面側からＳｉＯ2を
約２０００Å、ＴｉＯ2を５００Å形成した。２層構造にしているのはＳｉＯ2がレーザの
モード屈折率に関わり、ＴｉＯ2が上部に形成された電極との密着性を向上させるためで
ある。絶縁層上面にマスキングされた第１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４をＰｄ／Ｍｏ
／Ａｕという積層構造で形成した。第１のｐ電極と第２のｐ電極の間隔は上述の通り１０
μｍとした。
【００５０】
　その後、ＧａＮ基板２の厚みを研削機及び研磨機を用いてを２５０μｍに調整した。該
基板の裏面は研磨機により磨かれているため平らであった。研磨後、ＧａＮ基板２裏面に
薄い金属膜を蒸着し、Ｈｆ／Ａｌ／Ｍｏ／Ｐｔ／Ａｕの積層構造を有するｎ電極１を形成
させた。このような薄い金属膜を膜厚の制御性よく形成するには真空蒸着法が適している
ため、この手法を用いた。ｐおよびｎ電極の特性向上のため金属膜形成後５００℃でアニ
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ールを行い良好なオーミック電極を得た。
【００５１】
　上記により製造された半導体レーザ素子は下記の方法で分割した。まず表面からダイヤ
モンドポイントでスクライブラインを入れウエハーに適宜力を入れ、スクライブラインに
沿ってウエハーを分割した。分割後、ファブリペロー共振器をなす端面に誘電体の多層膜
を設けて反射率を変えた。このような反射膜はシステムに応じて形成されるものであり、
ＳｉＯ2により９０％以上の反射膜を形成した。これにより半導体レーザ内の光子密度が
向上するため発振閾値が低下した。
【００５２】
　次にダイボンディング法により、レーザチップをステムであるヒートシンク上にマウン
トし半導体レーザ装置を得た。チップはＮ電極側を接合面にするジャンクアップで強固に
接着した。続いて、ワイヤーボンディングにより第２のｐ電極１４とｎ電極１を短絡させ
た。
【００５３】
　このようにして製造された窒化物半導体レーザの諸特性を調べた。窒化物半導体レーザ
の共振器長は５５０μｍ、ストライプ幅２．０μｍとした。第１のｐ電極の共振器方向の
長さは４９０μｍ、第２のｐ電極の共振器方向の長さは５０μｍとし、２つのｐ電極の分
離領域は上述の通り１０μｍとした。室温２５℃において閾値７５ｍＡで連続発振し、発
振波長４０５±５ｎｍであった。ＦＦＰ（ファーフィールドパターン）を調べた結果積層
面に対して水平方向、垂直方向ともに基本モードで発振していた。
【００５４】
　次に、光帰還をともなう系で雑音測定を行なった。このような光帰還をともなう系は、
一般的に光ディスクシステムなどの光情報記録装置で見られ、図２は擬似的にこれらの系
を再現したものである。光帰還をともなう系では出射されたレーザ光が戻り光として再び
半導体レーザに結合する現象に起因する雑音（通常戻り光雑音と呼ばれる）が支配的であ
り、システムの雑音評価は相対強度雑音（ＲＩＮ）を用いられ、一般的にＲＩＮ＜－１２
５ｄＢ/Ｈｚが良好なシステムの基準となっている。半導体レーザ２０１から出射された
レーザ光はレンズ２０４でコリメートされ、ハーフミラー２０３で２ビームに分岐される
。透過光はＮＤフィルター２０６、レンズ２０５を経て、反射鏡２０２に集光される。反
射鏡は光ディスク等と等価であり、反射率はＮＤフィルターで変更できる。反射光は上記
光路を帰還し、半導体レーザ２０１に集光される。このように雑音測定器は光ディスクに
半導体レーザを搭載したシステムを置き換えたものであり、戻り光雑音を含んだ相対強度
雑音を測定できる。なお光出力は受光素子２０７で観測している。このような雑音測定器
を用いて本実施例の窒化物半導体レーザを評価した。その結果、光出力５ｍＷにおいてＲ
ＩＮ＜－１３０ｄＢ／Ｈｚが得られた。
【００５５】
　また、レーザ光を高速のディテクターを用いて観測したところ、周期的に変動していた
。図３はパルス電流に駆動することで自励発振特性の様子を観測したものである。図３で
は入力パルスと光応答波形が示されてあり、パルス幅は約４０μｓである。図３のように
広い時間スケールで観測するとオシロスコープのサンプリング時間が低くなるため正確な
振動周期を見ることができないが、振動の有無が確認できる。図３に示されているように
安定な自励振動が得られた。
【００５６】
　次に、可飽和吸収領域のｐ－ｎ電極間短絡の効果を調べるために、第２のｐ電極１４は
ワイヤーボンディングにより外部に電気的に引き出した。まず引き出された端子を開放に
することで、第２のｐ電極が電気的に開放された状況を得た。パルス電流によって駆動し
たところ発振閾値は６０ｍＡであった。次に引き出された端子とｎ電極から引き出された
端子を電気的に接触させて、第２のｐ電極が電気的に短絡された状況を得た。パルス電流
によって駆動したところ発振閾値は６５ｍＡであった。また外部微分効率も若干低下した
。このようにｐ電極を短絡させることで可飽和吸収体の吸収係数が増加し、すなわち可飽
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和吸収体のキャリア寿命が短くなったことが分かる。ｐ－ｎ電極間が開放されたため光励
起により生成したキャリアがｐ層、ｎ層に蓄積されたため、可飽和吸収体の井戸層からの
トンネル効果が減少したと考えられる。なお開放した場合には自励発振が得られにくくな
っていた。
【００５７】
　次に、図５のように可飽和吸収体の位置を変更した。図５（ａ）は出射面に第２のｐ電
極１４があるものを示し、図５（ｂ）は後面に第２のｐ電極１４があるものを示している
。このように可飽和吸収体の位置を変更した２つの窒化物半導体レーザについて、図２に
従ったシステムの雑音評価を行なった。その結果、図５（ａ）のものは図５（ｂ）のもの
よりも戻り光雑音が上昇することがあった。自励発振周波数と外部帰還経路からなるビー
ト周波数の関係により自励振動に負の帰還が発生することがあり、可飽和吸収体への戻り
光結合率が高いほど雑音が上昇すると考えられる。システムのレンズなどで決まるＮＡに
より窒化物半導体レーザ出射面における戻り光のスポットサイズはＮＦＰよりも大きくな
り、戻り光の導波路へ結合効率が低下する。そのため図５（ｂ）のように導波路後方に位
置した可飽和吸収体と戻り光との結合効率は、図５（ａ）のものと比較して低くなった。
このように望ましくは可飽和吸収体は出射面から離れていることが好ましいことが分かっ
た。なお、図５ではｐ電極のパターンが長方形であるが、第２のｐ電極および可飽和吸収
領域の一つの閉じ込め係数が小さい場合には、ワイヤーボンディングが困難になるために
図６のようにボンディングスペースを確保するとよい。
【００５８】
　なお、本実施例では、ｐ型の窒化物半導体の抵抗が高いためにｐ電極のみで活性層と可
飽和吸収体を分離した。しかしながら、図７のようにエッチングによってｐ型の窒化物層
で分離してもよい。電気的な分離においてはキャリアブロック層までエッチングすること
が望ましいが、横モードにかかる深さまでエッチングすると伝播光の放射損失が大きくな
るため、閾値の上昇や外部微分効率の減少の恐れがある。
【００５９】
　＜実施例２＞
　上記実施例１ではリッジ導波路構造を用いているが、本実施例では図８のようなブロッ
ク構造を採用した。図８（ａ）は、窒化物半導体発光素子である半導体レーザ素子を共振
器と垂直方向から見た断面図であり、図８（ｂ）は共振器方向から見た断面図である。基
板側から説明すると、ｎ電極１、ＧａＮ基板２、ｎ型ＧａＮ層３、ｎ型ＡｌＧａＮクラッ
ド層４、ｎ型ＧａＮガイド層５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層
６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収体７、ｐ型ＡｌＧａＮキ
ャリアブロック層８、ｐ型ＧａＮガイド層９、ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層１０、ｐ型Ｇａ
Ｎコンタクト層１１、ブロック層１５、第１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４である。な
お、各層の形成は、実施例１と同様にして製造した。
【００６０】
　このようにして得られた本発明の半導体レーザ素子は、ブロック構造であるためｐ型コ
ンタクト層面積が広くｐ電極のみの分離で電気的な分離を行なうとリーク電流の懸念があ
る。よって、前述のｐ層をエッチングして電気的に分離することが望ましい。
【００６１】
　＜実施例３＞
　本実施例は、実施例１における第２のｐ電極とｎ電極間の電気的な短絡をより簡易な方
法で行ない、コストを削減したものである。すなわち、本実施例は、図９に示した窒化物
半導体発光素子である半導体レーザ素子に関する。図９（ａ）は、該半導体レーザ素子を
共振器と垂直方向から見た断面図であり、図９（ｂ）は共振器方向から見た断面図である
。基板側から説明すると、ｎ電極１、ＧａＮ基板２、ｎ型ＧａＮ層３、ｎ型ＡｌＧａＮク
ラッド層４、ｎ型ＧａＮガイド層５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活
性層６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収体７、ｐ型ＡｌＧａ
Ｎキャリアブロック層８、ｐ型ＧａＮガイド層９、ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層１０、ｐ型
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ＧａＮコンタクト層１１、第１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４、Ａｌ反射膜１６である
。本半導体レーザ素子は、電極を形成するところまでは実施例１と同様にして製造するこ
とができ、さらに下記のプロセスを行なった。
【００６２】
　すなわち、分割後ファブリペロー共振器をなす端面のうち、第２のｐ電極側にＡｌから
なる反射膜１６を形成した。Ａｌからなる反射膜１６は、第２のｐ電極に回り込んでいる
ため第２のｐ電極とｎ電極を電気的に短絡する。また該反射膜１６により端面の反射率が
高くなるために閾値の低減が期待される。
【００６３】
　図９に示されているように、該反射膜１６とＧａＮ基板２は接触している。しかしなが
ら、該反射膜１６とＧａＮ基板２はオーミック接触していない場合があるため、以下のよ
うな工程によりｎ電極１と該反射膜１６との電気的な接触を確実に行なった。すなわち、
ダイボンディング工程において、半田が該反射膜１６と電気的に接触するとともに、該半
田はｎ電極１とも接触しているために前記第２のｐ電極とｎ電極を電気的に短絡した。通
常、半田とＡｌとの反応性は低く、Ａｌと半田との電気的な接触をよくするためには前記
反射膜１６上にバリアメタル／反応性メタルを組み合わせても良い。バリアメタルとして
はＭｏ、Ｐｔ、Ｗ等を挙げることができ、少なくともこれらの１つ以上が含まれているこ
とが好ましい。反応性メタルとしてはＡｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｎｉ等がを挙げることができ、
少なくともこれらの１つ以上が含まれていることが好ましい。
【００６４】
　このようにして製造された窒化物半導体レーザは、実施例１の半導体レーザと同様の効
果を奏することができ、第２のｐ電極とｎ電極とを電気的に短絡する工程が省かれるため
製造コストを削減することができた。
【００６５】
　＜実施例４＞
　本実施例は、実施例３において反射膜として用いられていたＡｌに代えて、誘電体材料
とＡｌとを組合せて反射膜を形成させたものである。以下、図１０に基づいて説明する。
図１０は、図９（ａ）おける反射膜１６に代えて誘電体からなる反射膜１７とＡｌからな
る反射膜１８とが形成されていることを除き、その他は全て図９と同じ構成を有する窒化
物半導体レーザ素子を示している。誘電体としては、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、Ａｌ

2Ｏ3、ＺｒＯ2から選ばれる任意のものを使用することができた。なお、Ａｌからなる反
射膜１８は半田によりｎ電極１と電気的に接触するように形成した。このように製造され
た窒化物半導体レーザは実施例１と同様の効果を示すことができ、第２のｐ電極とｎ電極
とを電気的に短絡する工程が省かれるためにコストを削減することができた。
【００６６】
　＜実施例５＞
　本実施例は、実施例１において用いられていたＧａＮからなる基板を、サファイア基板
に置き換えた窒化物半導体発光素子に関するものである。以下、図１１に基づいて説明す
る。
【００６７】
　図１１（ａ）は、本実施例の窒化物半導体発光素子である半導体レーザ素子を共振器と
垂直方向から見た断面図であり、図１１（ｂ）は共振器方向から見た断面図である。基板
側から説明すると、ｎ電極２１、サファイア基板２２、ｎ型ＧａＮ層２３、ｎ型ＡｌＧａ
Ｎクラッド層２４、ｎ型ＧａＮガイド層２５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体か
らなる活性層２６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収体２７、
ｐ型ＡｌＧａＮキャリアブロック層２８、ｐ型ＧａＮガイド層２９、ｐ型ＡｌＧａＮクラ
ッド層３０、ｐ型ＧａＮコンタクト層３１、絶縁層３２、第１のｐ電極３３、第２のｐ電
極３４である。本半導体レーザ素子は、実施例１のものと同様にして製造することができ
た。
【００６８】
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　＜実施例６＞
　本実施例は、実施例３において用いられていたＧａＮからなる基板を、サファイア基板
に置き換えた窒化物半導体発光素子に関するものである。以下、図１２に基づいて説明す
る。
【００６９】
　図１２（ａ）は、本実施例の窒化物半導体発光素子である半導体レーザ素子を共振器と
垂直方向から見た断面図であり、図１２（ｂ）は上面から見た平面図である。基板側から
説明すると、ｎ電極２１、サファイア基板２２、ｎ型ＧａＮ層２３、ｎ型ＡｌＧａＮクラ
ッド層２４、ｎ型ＧａＮガイド層２５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる
活性層２６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収体２７、ｐ型Ａ
ｌＧａＮキャリアブロック層２８、ｐ型ＧａＮガイド層２９、ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層
３０、ｐ型ＧａＮコンタクト層３１、絶縁層３２、第１のｐ電極３３、第２のｐ電極３４
、Ａｌからなる反射膜３５である。
【００７０】
　本実施例の窒化物半導体発光素子は、実施例３の窒化物半導体発光素子と同様にして製
造することができた。このようにして製造した窒化物半導体レーザは、自励発振特性を有
しており、実施例３のものと同様の効果を示すものであった。また、反射膜３５は、実施
例３同様にＡｌからなるものの他、導電性の他材料とすることができる一方、実施例４の
ように誘電体からなる反射膜と組み合わすこともできた。
【００７１】
　＜実施例７＞
　本実施例は、実施例３においてさらにスペーサー層を形成させた窒化物半導体発光素子
に関する。以下、図１３に基づいて説明する。
【００７２】
　図１３（ａ）は、本実施例の窒化物半導体発光素子である半導体レーザ素子を共振器と
垂直方向から見た断面図であり、図1３（ｂ）は共振器方向から見た断面図である。基板
側から説明すると、ｎ電極４１、ＧａＮ基板４２、ｎ型ＧａＮ層４３、ｎ型ＡｌＧａＮク
ラッド層４４、ｎ型ＧａＮガイド層４５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からな
る活性層４６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収体４７、ｎ型
スペーサー層４８、ｐ型ＡｌＧａＮキャリアブロック層４９、ｐ型ＧａＮガイド層５０、
ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層５１、ｐ型ＧａＮコンタクト層５２、絶縁層５３、第１のｐ電
極５４、第２のｐ電極５５、Ａｌからなる反射膜５６である。
【００７３】
　本実施例の窒化物半導体発光素子は、スペーサー層を別途形成することを除き実施例３
のものと同様にして製造することができた。スペーサー層には、ｎ型からなるＡｌＧａＮ
（活性層における注入効率を適正に保つためにＡｌの含有率は０.０５以下が望ましい）
を用いることができた他、ＧａＮやＩｎＧａＮ（Ｉｎの含有率は活性層における障壁層と
同等が望ましく、活性層への注入効率を高くできる）を用いることができた。また、スペ
ーサー層にはｎ型不純物としてＳｉを添加することができた。この場合、Ｓｉの濃度は活
性層と平均して１×１０17／ｃｍ3～５×１０18／ｃｍ3ができた。また、スペーサー層の
厚さは、０ｎｍ～５０ｎｍに調整することにより可飽和吸収体が空乏層に含まれる比率を
調整することで可飽和吸収体のキャリア寿命を調整することができた。このようにして製
造された本実施例の窒化物半導体発光素子は、自励発振特性を有するものであった。
【００７４】
　＜実施例８＞
　本実施例は、窒化物半導体レーザの共振器長を７００μｍ、第１のｐ電極１３の共振器
方向の長さ（すなわち、領域分離された電極のうち、短絡されていない領域の合計長さＬ
２）を６００μｍ、第２のｐ電極１４の共振器方向の長さ（すなわち、領域分離された電
極のうち、ｐ電極とｎ電極とが短絡されている領域の合計長さＬ１）を９０μｍとした、
実施例３に従った窒化物半導体発光素子である半導体レーザに関する（図９）。
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【００７５】
　本実施例の窒化物半導体発光素子は、実施例１に従って製作できる。具体的には、絶縁
層１２上面に第１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４としてＰｄ/Ｍｏ/Ａｕを形成する際に
、それぞれの電極のストライプ方向（水平方向）の長さを変えれば良い。
【００７６】
　あるいは、ｐ電極のストライプ方向（水平方向）の長さが例えば７００μｍとなるよう
に周期的に分離し、分離された地点から例えば左６００μｍ、右１００μｍの地点でウェ
ハを分割すれば、同様に本実施例に記載する窒化物半導体レーザを作製することが可能で
ある。
【００７７】
　本実施例の場合、発振閾値に関しては不利になるものの、注入領域の大きさが大きくな
ることにより、レーザの寿命などの信頼性向上が期待できる。このように製作された窒化
物半導体レーザは、注入領域の長さ（前記Ｌ２）に対する可飽和吸収領域の長さ（前記Ｌ
１）の割合（Ｌ１／Ｌ２）が０．１５となる。
【００７８】
　この他にも、注入領域の長さ（前記Ｌ２）が５００μｍに対して可飽和吸収領域の長さ
（前記Ｌ１）が２０μｍなど、必要に応じて変更することが可能である。なお、本実施例
においても実施例１や実施例３に従った効果が期待できることは言うまでもない。
【００７９】
　＜実施例９＞
　本実施例は、可飽和吸収領域においてさらにキャリア寿命を短くするために、実施例１
の半導体レーザ素子に対して、さらに第２のｐ電極１４とｎ電極１の間に逆バイアスをか
けられる構造としたものである。
【００８０】
　図１５は、本実施例における半導体レーザ素子とその配線構造を、共振器と垂直方向か
ら見た断面図であり、基板側から説明すると、ｎ電極１、ＧａＮ基板２、ｎ型ＧａＮ層３
、ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４、ｎ型ＧａＮガイド層５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化
物半導体からなる活性層６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収
体７、ｐ型ＡｌＧａＮキャリアブロック層８、ｐ型ＧａＮガイド層９、ｐ型ＡｌＧａＮク
ラッド層１０、ｐ型ＧａＮコンタクト層１１、第１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４であ
る。
【００８１】
　また、第１のｐ電極１３には、活性層（ｐ－ｎジャンクション）に順バイアスをかけて
発振させ、第２のｐ電極１４には活性層（ｐ－ｎジャンクション）に逆バイアスをかけら
れるように配線されている。
【００８２】
　このような構成とすることにより、素子構造でキャリア寿命を制御することに加えて、
さらに外部からもキャリア寿命を制御することが可能となる。以上の構成では、閾値の上
昇に加えて、印加回路の複雑化が否めないが、一方で素子の特性調整は容易となる。従っ
て、より安定した自励発振レーザを得ることができる。
【００８３】
　＜実施例１０＞
　本実施例は、実施例９の駆動回路をモディファイしたものであって、第１のｐ電極１３
から順バイアスでｐ－ｎジャンクションに十分なキャリアが注入され、その半導体レーザ
が高出力で発振している際には、第２のｐ電極１４のｐ－ｎジャンクションにも順バイア
スをかけて吸収が少なくなるように構成したものである。
【００８４】
　図１６は、本実施例における半導体レーザ素子とその配線構造を、共振器と垂直方向か
ら見た断面図であり、基板側から説明すると、ｎ電極１、ＧａＮ基板２、ｎ型ＧａＮ層３
、ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４、ｎ型ＧａＮガイド層５、ＩｎとＧａを主に含有する窒化
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物半導体からなる活性層６、ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収
体７、ｐ型ＡｌＧａＮキャリアブロック層８、ｐ型ＧａＮガイド層９、ｐ型ＡｌＧａＮク
ラッド層１０、ｐ型ＧａＮコンタクト層１１、第１のｐ電極１３、第２のｐ電極１４であ
る。
【００８５】
　そして、第２のｐ電極１４は、活性層に逆バイアスと順バイアスとを切り替えてかけら
れるように配線されており、このため第２のｐ電極１４近傍には、スイッチ１９が形成さ
れている。本実施例のように第２のｐ電極１４のｐ－ｎジャンクションに順バイアスをか
ける場合は、前記スイッチ１９を第１のｐ電極１３側に接続する。
【００８６】
　自励発振レーザにおいては、可飽和吸収領域が存在するために高出力動作が難しくなる
。本構成においては、レーザを高出力動作させる際、可飽和吸収領域をも発光領域として
使用することが可能なため、この欠点を改善することができる。つまり、上記のように配
線を切り替えることにより、低出力時には自励発振レーザ、高出力時には高出力レーザと
、二種類のレーザを一つの構成で作ることができるという大きな利点を有している。
【００８７】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の窒化物半導体発光素子の一例を示す図である。（ａ）は、窒化物半導体
発光素子を共振器と垂直方向から見た断面図であり、（ｂ）は共振器方向から見た断面図
である。
【図２】戻り光雑音を示す系を擬似的に再現した説明図である。
【図３】自励発振特性を示す図である。
【図４】窒化物半導体発光素子の無バイアス時におけるｐ－ｎジャンクション周辺のバン
ド構造を計算した結果を示す図である。
【図５】本発明の窒化物半導体発光素子の可飽和吸収体の位置を変更した平面図である。
（ａ）は出射面側に第２のｐ電極があるものを示し、（ｂ）は後面に第２のｐ電極がある
ものを示している。
【図６】本発明の窒化物半導体発光素子の電極にボンディングスペースを確保した態様の
一例を示す図である。
【図７】電極だけではなく窒化物半導体層で領域分離した本発明の窒化物半導体発光素子
の一例を示す図である。
【図８】ブロック構造を採用した本発明の窒化物半導体発光素子の一例を示す図である。
（ａ）は、窒化物半導体発光素子を共振器と垂直方向から見た断面図であり、（ｂ）は共
振器方向から見た断面図である。
【図９】第２のｐ電極とｎ電極間の電気的な短絡を簡易な方法で行なった本発明の窒化物
半導体発光素子の一例を示す図である。（ａ）は、窒化物半導体発光素子を共振器と垂直
方向から見た断面図であり、（ｂ）は共振器方向から見た断面図である。
【図１０】図９（ａ）における反射膜１６に代えて誘電体からなる反射膜１７とＡｌから
なる反射膜１８とが形成されている本発明の窒化物半導体発光素子の一例を示す図である
。
【図１１】基板の種類を代えた本発明の窒化物半導体発光素子の一例を示す図である。（
ａ）は、窒化物半導体発光素子を共振器と垂直方向から見た断面図であり、（ｂ）は共振
器方向から見た断面図である。
【図１２】基板の種類を代えるとともに反射膜を形成させた本発明の窒化物半導体発光素
子の一例を示す図である。（ａ）は、窒化物半導体発光素子である半導体を共振器と垂直
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方向から見た断面図であり、（ｂ）は上面から見た平面図である。
【図１３】スペーサー層を形成させた本発明の窒化物半導体発光素子の一例を示す図であ
る。（ａ）は、窒化物半導体発光素子を共振器と垂直方向から見た断面図であり、（ｂ）
は共振器方向から見た断面図である。
【図１４】従来構造の光ディスク用低雑音半導体レーザの一例を示す断面図である。
【図１５】配線を伴った本発明の窒化物半導体発光素子を共振器と垂直方向から見た断面
図である。
【図１６】切り替え可能な配線を伴った本発明の窒化物半導体発光素子を共振器と垂直方
向から見た断面図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１，２１，４１　ｎ電極、２，４２　ＧａＮ基板、３，２３，４３　ｎ型ＧａＮ層、４
，２４，４４　ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層、５，２５，４５　ｎ型ＧａＮガイド層、６，
２６，４６　ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる活性層、７，２７，４７　
ＩｎとＧａを主に含有する窒化物半導体からなる可飽和吸収体、８，２８，４９　ｐ型Ａ
ｌＧａＮキャリアブロック層、９，２９，５０　ｐ型ＧａＮガイド層、１０，３０，５１
　ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層、１１，３１，５２　ｐ型ＧａＮコンタクト層、１２，３２
，５３　絶縁層、１３，３３，５４　第１のｐ電極、１４，３４，５５　第２のｐ電極、
１５　ブロック層、１６，１７，１８，３５，５６　反射膜、１９　スイッチ、２２　サ
ファイア基板、４８　ｎ型スペーサー層。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】
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